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(57)【要約】
【課題】引戸の縦枠を躯体に固定するための固定部材を
異質感や違和感を与えることなしに隠蔽して見栄えを良
好にする。
【解決手段】下地材１５にビス１６で固定される縦枠１
３において、ビス打込位置に対応する位置に戸当たり３
０が縦枠の長手方向に延長するように固定されることに
よりビス頭部を隠蔽する。引戸を閉めたときに戸先と縦
枠表面との間に隙間があっても、その隙間から漏れる光
を戸当たりで遮断するので、戸当たり設置側の部屋への
光漏れが防止される。ドア枠に用いられる戸当たりを引
戸枠にも兼用することにより、部材管理が容易になると
共に、住居内に統一感を与える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
引戸の開口枠を形成し、躯体に固定部材で固定される縦枠であって、縦枠表面には、前記
固定部材の打ち込み位置に対応する位置に少なくとも１本の長尺部材が縦枠の長手方向に
延長するように固定されることにより固定部材の頭部を隠蔽することを特徴とする引戸の
縦枠。
【請求項２】
前記長尺部材としてドア枠に使用される戸当たりが用いられることを特徴とする請求項１
記載の引戸の縦枠。
【請求項３】
縦枠表面が開口部の一方側から他方側に向けて所定幅で全長に亘って切り欠かれることに
より切欠部と段部とが形成され、引戸の戸先が段部と長尺部材との間に収まるように、長
尺部材が切欠部に固定されることを特徴とする請求項１または２記載の引戸の縦枠。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、引戸の縦枠に関する。
【背景技術】
【０００２】
少なくとも１枚の引戸が縦枠に対して開閉可能に設けられる引戸構造において、縦枠は複
数の固定部材（ビスや釘など）で躯体（下地材）に固定されるため、各固定部材の頭部が
開口部に向けて露出する。この問題に対処するために、各固定部材の頭部に合成樹脂など
によるキャップを被着して隠蔽することも行われているが、開口部に突出するために見栄
えが悪いと共に邪魔になる。
【０００３】
特許文献１では、引戸の縦枠に縦溝を設け、この縦溝にクッション材を設けることが提案
されている。この従来技術によれば、縦枠を躯体に固定するための固定部材を縦溝内で打
ち込み、その上にクッション材を設けることによって固定部材の頭部を隠蔽することがで
きる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実開平５－４２５６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
上記従来技術によれば固定部材の頭部がクッション材で隠蔽されるものの、半面、発泡樹
脂などからなるクッション材が開口部側から視認されるので、主として木質材からなる縦
枠との素材の違いから生ずる異質感・違和感を免れることができなかった。
【０００６】
したがって、本発明が解決しようとする課題は、引戸の縦枠を躯体に固定するための固定
部材を異質感や違和感を与えることなしに隠蔽して見栄えを良好にすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
この課題を解決するため、請求項１に係る本発明は、引戸の開口枠を形成し、躯体に固定
部材で固定される縦枠であって、縦枠表面には、前記固定部材の打ち込み位置に対応する
位置に少なくとも１本の長尺部材が縦枠の長手方向に延長するように固定されることによ
り固定部材の頭部を隠蔽することを特徴とする。
〔００００〕
請求項２に係る本発明は、請求項１記載の引戸の縦枠において、前記長尺部材としてドア
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枠に使用される戸当たりが用いられることを特徴とする。
【０００８】
請求項３に係る本発明は、請求項１または２記載の引戸の縦枠において、縦枠表面が開口
部の一方側から他方側に向けて所定幅で全長に亘って切り欠かれることにより切欠部と段
部とが形成され、引戸の戸先が段部と長尺部材との間に収まるように、長尺部材が切欠部
に固定されることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
請求項１に係る本発明によれば、縦枠表面の固定部材打ち込み位置に対応する位置に長尺
部材が縦枠の長手方向に延長するように固定されるので、固定部材の頭部を隠蔽して見栄
えの良い外観が得られると共に、この長尺部材が引戸を閉めたときに引戸の戸先と縦枠表
面との間の隙間から開口部の一方側の部屋に光が漏れることを防止することができる。縦
枠を躯体に固定する複数の固定部材（ビス、釘など）を１本の長尺部材で覆い隠すことが
できるので、各固定部材の頭部をキャップなどで覆い隠す場合に比べて取付作業が容易で
あり、見栄えの良い外観が得られる。
【００１０】
請求項２に係る本発明によれば、長尺部材としてドア枠に使用される戸当たりが用いられ
るので、ドアと引戸の両方が同じ現場（住宅など）で施工される場合に、戸当たりをドア
枠と引戸枠の両方に兼用することができ、施工業者の部材管理が容易になる。また、同じ
戸当たりを兼用することにより、ドアと引戸の開口枠に同一または近似した外観を与える
ことができるので、住居内を統一感のある外観でまとめることができ、見栄えが良好とな
る。さらには、ドアや引戸を納入する業者にとっても、本来異なった目的で使用されるド
ア用部材と引戸用部材とを同じ部材で統一することができるので、部材管理が容易となり
、納入ミスを減らすことができる。
【００１１】
請求項３に係る本発明によれば、引戸を閉めたときに、引戸の戸先が縦枠表面の段部と長
尺部材との間で切欠部に納められるので、開口部を挟む両側の部屋に光が漏れることを防
止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施例１による引戸の縦枠を他の関連部材と共に示す引戸構造の正面図
である。
【図２】図１Ａ－Ａ切断線による断面図である。
【図３】図２Ｂ－Ｂ切断線による断面図である。
【図４】本発明の実施例２による引戸の縦枠を他の関連部材と共に示す引戸構造の図２と
同様の断面図である。
【図５】この実施例で使用可能な戸当たりの構成およびその取付状態を例示する部分拡大
断面図である。
【図６】本発明の実施例３による引戸の縦枠を他の関連部材と共に示す引戸構造の正面図
である。
【図７】図６Ｃ－Ｃ切断線による断面図である。
【図８】図７Ｄ－Ｄ切断線による断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
以下、添付図面を参照して本発明の実施例について詳述する。
【実施例１】
【００１４】
図１ないし図３に、本実施例による縦枠が適用された引戸構造が示されている。この引戸
構造１０は、１枚の引戸１１が、袖壁１２に収納される開位置と、縦枠１３に戸先が当接
する閉位置との間で移動することにより、開口部１４を開閉可能とする、いわゆる片引戸
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として示されている。袖壁が開口部側端部に方立を設けて形成された引戸構造であっても
良い。また、他方（戸尻側）にも縦枠を設けて、一対の縦枠の間で１枚または複数枚の引
戸が開閉可能な引戸構造であっても良い。縦枠１３は開口部１４の一方（戸先側）のみに
取り付けられ、他方（戸尻側）には縦枠がない構成である。縦枠１３は躯体（下地材１５
）に複数のビス１６で固定される。ビス１６は、縦枠１３の長手方向（施工状態において
上下方向）に直線状に整列するように打ち込まれる（図３）。符号１９は石膏ボードを示
す。
【００１５】
開口部１４の上部（天井１７）には上枠１８が取り付けられる。上枠１８は石膏ボード２
０越しに躯体（下地材２１）に複数のビス２２で固定される。上枠１８の下面には鴨居レ
ール嵌合溝２３が形成され、これによってビス２２の頭部が隠蔽されると共に、この鴨居
レール嵌合溝２３に鴨居レール２４が嵌合・固着される。開口部１４の下部（床面２５）
には敷居レール２６が固着され、引戸１１は、下端が敷居レール２６上に支承され、上端
が鴨居レール２４内に収容された状態で、これらレール２６，２４の延長方向に自由に移
動することができる。袖壁１２は、開口部１４を挟んで下地材１５に対向して配置される
下地材２７から引戸１１の幅寸法と略同一の幅方向長さを有して延長している。符号２８
は下地材１７の表裏に施工される石膏ボードである。
【００１６】
縦枠１３の表面において、縦枠１３を下地材１５に固定するビス１６の打ち込み位置の前
後（図２において紙面上下方向）２箇所に、戸当たり３０の一対の脚部３２，３２を嵌合
するための条溝２９，２９が縦枠１３の全長にわたって形成されており、ビス１６を打ち
込んだ後に、これら条溝２９，２９に脚部３２，３２を挿入嵌合させることによって戸当
たり３０が取り付けられる。
【００１７】
戸当たり３０について図５を参照して説明する。既述した実施形態で使用されている戸当
たり３０が図５（ａ）に示されている。この戸当たり３０は、軟質合成樹脂などの弾性材
料から形成され、断面略コ字状の本体３１と、この本体３１の両端からさらに延長する一
対の脚部３２，３２とからなり、同図紙面鉛直方向に長い長尺部材であって、縦枠１３の
長手方向（上下方向）に延長するように縦枠１３に固定される（図３）。各脚部３２の先
端３３は条溝２９に挿入しやすいように矢じり状に形成され、側面には抜け止めのための
凹凸３４が形成されている。このような戸当たり３０はドア枠用にも使用可能であり、同
じ構成の戸当たり３０をドア枠用と引戸枠用とに兼用することができる。この戸当たり３
０を図５（ａ）に示すようにして縦枠１３表面に取り付けることにより、ビス１６の頭部
を本体３１内に収容して隠蔽することができる。
【００１８】
図５（ｂ）は本発明において使用可能な戸当たり３０の他例を示し、弾性材料から形成さ
れ、大径部３３と小径部３４とからなり、同図紙面鉛直方向に長い長尺部材であって、縦
枠１３の長手方向（上下方向）に延長するように縦枠１３に固定される。この戸当たり３
０を使用する場合は、ビス１６の打ち込み位置の前後２箇所に条溝２９，２９を形成する
必要はないが、これに代えて、ビス１６の打ち込み位置を含む領域において所定幅寸法の
凹溝３５を形成し、この凹溝３５内からビス１６を打ち込んだ後に、凹溝３５に小径部３
４を嵌着させることによって戸当たり３０が取り付けられる。このような形状の戸当たり
３０もドア枠用に使用可能であり、同じ構成の戸当たり３０をドア枠用と引戸枠用とに兼
用することができる。
【００１９】
図５（ａ），（ｂ）に例示される戸当たり３０のいずれを用いた場合も、これを条溝２９
，２９または凹溝３５を利用して縦枠１３表面に嵌着することにより、ビス１６の頭部１
６ａを隠蔽して見栄えを良好に保つことができる。戸当たり３０はドア枠用に用いられる
ものと同一の部材を用いることができるので、住居内のドア枠と引戸枠に統一感を与える
ことができることも好ましい点である。さらに、戸当たり３０が引戸１１の一方の側に設
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けられるので、引戸１１を閉めたときに、引戸１１の戸先と縦枠１３表面との間に隙間が
あっても、その隙間から漏れる光を戸当たり３０で遮断する効果を発揮するので、該一方
の側にある部屋への光漏れを防止することができる。
【実施例２】
【００２０】
図４は、戸当たり３０を引戸１１の両側において縦枠１３表面に取り付けた変形例を示す
。この構成によれば、引戸１１を閉めたときに、引戸１１の戸先と縦枠１３表面との間に
隙間があっても、その隙間から漏れる光を戸当たり３０，３０で遮断する効果を発揮する
ので、開口部の両側の部屋への光漏れを防止することができる。また、この構成によれば
、縦枠１３の前後方向に離れた２箇所にビス１６を打ち込んで縦枠１３を下地材１５に固
定するので、縦枠１３の固定強度が増大する。
【実施例３】
【００２１】
図６ないし図８に、本実施例による縦枠が適用された引戸構造１０が示されている。この
引戸構造１０は、縦枠１３の構成（特に表面形状）が異なる他は実施例１について既述し
た引戸構造１０と同様であるので、同一または対応する部材・要素には同一の符号を付し
てこれらについての説明を省略する。
【００２２】
本実施例による縦枠１３は、その表面が開口部１４の一方側（図７において上方に示され
る側）から他方側に向けて所定幅で全長に亘って切り欠かれることにより切欠部３６と段
部３７とが形成されている。戸当たり３０は切欠部３６の表面に実施例１と同様にして取
り付けられるが、引戸１１を閉めたときに、その戸先が段部３７と戸当たり３０の間に納
まるように、段部３７の形成位置および戸当たり３０の取付位置が設定される。この実施
例によれば、引戸１１を閉めたときに、引戸１１の戸先と切欠部３６の表面との間に隙間
があっても、その隙間から漏れる光を、開口部１４の一方側においては戸当たり３０で、
他方側においては段部３７で遮断する効果を発揮するので、開口部の両側の部屋への光漏
れを防止することができる。
【００２３】
以上に本発明の実施例について詳述したが、本発明はこれらに限定されず、特許請求の範
囲に記載された発明の範囲内において種々多様な態様を取り得る。実施例２および実施例
３において、戸当たり３０として図５（ｂ）に示す形状の戸当たり３０を用いても良い。
実施例３において戸当たり３０として図５（ｂ）に示す形状の戸当たり３０を用いる場合
は、その取付位置に対応して切欠部３６の表面に形成した凹溝３５に小径部３４を嵌着す
ることにより該戸当たり部材３０を取り付けることができる。また、図５に示す戸当たり
３０は例示にすぎず、ドア枠用に用いられる戸当たりであれば特に限定されることなく本
発明の戸当たり３０として用いることができる。
【符号の説明】
【００２４】
１０　引戸構造
１１　引戸
１２　袖壁
１３　縦枠
１４　開口部
１５　下地材（躯体）
１６　ビス（固定部材）
１６ａ　ビス頭部
１７　天井
１８　上枠
１９　石膏ボード
２０　石膏ボード
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２１　下地材（躯体）
２２　ビス
２３　鴨居レール嵌合溝
２４　鴨居レール
２５　床面
２６　敷居レール
２７　下地材（躯体）
２８　石膏ボード
２９　条溝
３０　戸当たり（長尺部材）
３１　本体
３２　脚部
３３　大径部
３４　小径部
３５　凹溝
３６　切欠部
３７　段部

【図１】

【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図７】

【図８】

【手続補正書】
【提出日】平成24年11月6日(2012.11.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、引戸の縦枠に関する。
【背景技術】
【０００２】
少なくとも１枚の引戸が縦枠に対して開閉可能に設けられる引戸構造において、縦枠は複
数の固定部材（ビスや釘など）で躯体（下地材）に固定されるため、各固定部材の頭部が
開口部に向けて露出する。この問題に対処するために、各固定部材の頭部に合成樹脂など
によるキャップを被着して隠蔽することも行われているが、開口部に突出するために見栄
えが悪いと共に邪魔になる。
【０００３】
特許文献１では、引戸の縦枠に縦溝を設け、この縦溝にクッション材を設けることが提案
されている。この従来技術によれば、縦枠を躯体に固定するための固定部材を縦溝内で打
ち込み、その上にクッション材を設けることによって固定部材の頭部を隠蔽することがで
きる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実開平５－４２５６８号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
上記従来技術によれば固定部材の頭部がクッション材で隠蔽されるものの、半面、発泡樹
脂などからなるクッション材が開口部側から視認されるので、主として木質材からなる縦
枠との素材の違いから生ずる異質感・違和感を免れることができなかった。
【０００６】
したがって、本発明が解決しようとする課題は、引戸の縦枠を躯体に固定するための固定
部材を異質感や違和感を与えることなしに隠蔽して見栄えを良好にすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
この課題を解決するため、請求項１に係る本発明は、引戸の開口枠を形成し、躯体に固定
部材で固定される縦枠であって、縦枠表面には、前記固定部材の打ち込み位置に対応する
位置に少なくとも１本の長尺部材が縦枠の長手方向に延長するように固定されることによ
り固定部材の頭部を隠蔽することを特徴とする。
【０００８】
請求項２に係る本発明は、請求項１記載の引戸の縦枠において、前記長尺部材としてドア
枠に使用される戸当たりが用いられることを特徴とする。
【０００９】
請求項３に係る本発明は、請求項１または２記載の引戸の縦枠において、縦枠表面が開口
部の一方側から他方側に向けて所定幅で全長に亘って切り欠かれることにより切欠部と段
部とが形成され、引戸の戸先が段部と長尺部材との間に収まるように、長尺部材が切欠部
に固定されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
請求項１に係る本発明によれば、縦枠表面の固定部材打ち込み位置に対応する位置に長尺
部材が縦枠の長手方向に延長するように固定されるので、固定部材の頭部を隠蔽して見栄
えの良い外観が得られると共に、この長尺部材が引戸を閉めたときに引戸の戸先と縦枠表
面との間の隙間から開口部の一方側の部屋に光が漏れることを防止することができる。縦
枠を躯体に固定する複数の固定部材（ビス、釘など）を１本の長尺部材で覆い隠すことが
できるので、各固定部材の頭部をキャップなどで覆い隠す場合に比べて取付作業が容易で
あり、見栄えの良い外観が得られる。
【００１１】
請求項２に係る本発明によれば、長尺部材としてドア枠に使用される戸当たりが用いられ
るので、ドアと引戸の両方が同じ現場（住宅など）で施工される場合に、戸当たりをドア
枠と引戸枠の両方に兼用することができ、施工業者の部材管理が容易になる。また、同じ
戸当たりを兼用することにより、ドアと引戸の開口枠に同一または近似した外観を与える
ことができるので、住居内を統一感のある外観でまとめることができ、見栄えが良好とな
る。さらには、ドアや引戸を納入する業者にとっても、本来異なった目的で使用されるド
ア用部材と引戸用部材とを同じ部材で統一することができるので、部材管理が容易となり
、納入ミスを減らすことができる。
【００１２】
請求項３に係る本発明によれば、引戸を閉めたときに、引戸の戸先が縦枠表面の段部と長
尺部材との間で切欠部に納められるので、開口部を挟む両側の部屋に光が漏れることを防
止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施例１による引戸の縦枠を他の関連部材と共に示す引戸構造の正面図
である。
【図２】図１Ａ－Ａ切断線による断面図である。
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【図３】図２Ｂ－Ｂ切断線による断面図である。
【図４】本発明の実施例２による引戸の縦枠を他の関連部材と共に示す引戸構造の図２と
同様の断面図である。
【図５】この実施例で使用可能な戸当たりの構成およびその取付状態を例示する部分拡大
断面図である。
【図６】本発明の実施例３による引戸の縦枠を他の関連部材と共に示す引戸構造の正面図
である。
【図７】図６Ｃ－Ｃ切断線による断面図である。
【図８】図７Ｄ－Ｄ切断線による断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
以下、添付図面を参照して本発明の実施例について詳述する。
【実施例１】
【００１５】
図１ないし図３に、本実施例による縦枠が適用された引戸構造が示されている。この引戸
構造１０は、１枚の引戸１１が、袖壁１２に収納される開位置と、縦枠１３に戸先が当接
する閉位置との間で移動することにより、開口部１４を開閉可能とする、いわゆる片引戸
として示されている。袖壁が開口部側端部に方立を設けて形成された引戸構造であっても
良い。また、他方（戸尻側）にも縦枠を設けて、一対の縦枠の間で１枚または複数枚の引
戸が開閉可能な引戸構造であっても良い。縦枠１３は開口部１４の一方（戸先側）のみに
取り付けられ、他方（戸尻側）には縦枠がない構成である。縦枠１３は躯体（下地材１５
）に複数のビス１６で固定される。ビス１６は、縦枠１３の長手方向（施工状態において
上下方向）に直線状に整列するように打ち込まれる（図３）。符号１９は石膏ボードを示
す。
【００１６】
開口部１４の上部（天井１７）には上枠１８が取り付けられる。上枠１８は石膏ボード２
０越しに躯体（下地材２１）に複数のビス２２で固定される。上枠１８の下面には鴨居レ
ール嵌合溝２３が形成され、これによってビス２２の頭部が隠蔽されると共に、この鴨居
レール嵌合溝２３に鴨居レール２４が嵌合・固着される。開口部１４の下部（床面２５）
には敷居レール２６が固着され、引戸１１は、下端が敷居レール２６上に支承され、上端
が鴨居レール２４内に収容された状態で、これらレール２６，２４の延長方向に自由に移
動することができる。袖壁１２は、開口部１４を挟んで下地材１５に対向して配置される
下地材２７から引戸１１の幅寸法と略同一の幅方向長さを有して延長している。符号２８
は下地材１７の表裏に施工される石膏ボードである。
【００１７】
縦枠１３の表面において、縦枠１３を下地材１５に固定するビス１６の打ち込み位置の前
後（図２において紙面上下方向）２箇所に、戸当たり３０の一対の脚部３２，３２を嵌合
するための条溝２９，２９が縦枠１３の全長にわたって形成されており、ビス１６を打ち
込んだ後に、これら条溝２９，２９に脚部３２，３２を挿入嵌合させることによって戸当
たり３０が取り付けられる。
【００１８】
戸当たり３０について図５を参照して説明する。既述した実施形態で使用されている戸当
たり３０が図５（ａ）に示されている。この戸当たり３０は、軟質合成樹脂などの弾性材
料から形成され、断面略コ字状の本体３１と、この本体３１の両端からさらに延長する一
対の脚部３２，３２とからなり、同図紙面鉛直方向に長い長尺部材であって、縦枠１３の
長手方向（上下方向）に延長するように縦枠１３に固定される（図３）。各脚部３２の先
端３３は条溝２９に挿入しやすいように矢じり状に形成され、側面には抜け止めのための
凹凸３４が形成されている。このような戸当たり３０はドア枠用にも使用可能であり、同
じ構成の戸当たり３０をドア枠用と引戸枠用とに兼用することができる。この戸当たり３
０を図５（ａ）に示すようにして縦枠１３表面に取り付けることにより、ビス１６の頭部
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を本体３１内に収容して隠蔽することができる。
【００１９】
図５（ｂ）は本発明において使用可能な戸当たり３０の他例を示し、弾性材料から形成さ
れ、大径部３３と小径部３４とからなり、同図紙面鉛直方向に長い長尺部材であって、縦
枠１３の長手方向（上下方向）に延長するように縦枠１３に固定される。この戸当たり３
０を使用する場合は、ビス１６の打ち込み位置の前後２箇所に条溝２９，２９を形成する
必要はないが、これに代えて、ビス１６の打ち込み位置を含む領域において所定幅寸法の
凹溝３５を形成し、この凹溝３５内からビス１６を打ち込んだ後に、凹溝３５に小径部３
４を嵌着させることによって戸当たり３０が取り付けられる。このような形状の戸当たり
３０もドア枠用に使用可能であり、同じ構成の戸当たり３０をドア枠用と引戸枠用とに兼
用することができる。
【００２０】
図５（ａ），（ｂ）に例示される戸当たり３０のいずれを用いた場合も、これを条溝２９
，２９または凹溝３５を利用して縦枠１３表面に嵌着することにより、ビス１６の頭部１
６ａを隠蔽して見栄えを良好に保つことができる。戸当たり３０はドア枠用に用いられる
ものと同一の部材を用いることができるので、住居内のドア枠と引戸枠に統一感を与える
ことができることも好ましい点である。さらに、戸当たり３０が引戸１１の一方の側に設
けられるので、引戸１１を閉めたときに、引戸１１の戸先と縦枠１３表面との間に隙間が
あっても、その隙間から漏れる光を戸当たり３０で遮断する効果を発揮するので、該一方
の側にある部屋への光漏れを防止することができる。
【実施例２】
【００２１】
図４は、戸当たり３０を引戸１１の両側において縦枠１３表面に取り付けた変形例を示す
。この構成によれば、引戸１１を閉めたときに、引戸１１の戸先と縦枠１３表面との間に
隙間があっても、その隙間から漏れる光を戸当たり３０，３０で遮断する効果を発揮する
ので、開口部の両側の部屋への光漏れを防止することができる。また、この構成によれば
、縦枠１３の前後方向に離れた２箇所にビス１６を打ち込んで縦枠１３を下地材１５に固
定するので、縦枠１３の固定強度が増大する。
【実施例３】
【００２２】
図６ないし図８に、本実施例による縦枠が適用された引戸構造１０が示されている。この
引戸構造１０は、縦枠１３の構成（特に表面形状）が異なる他は実施例１について既述し
た引戸構造１０と同様であるので、同一または対応する部材・要素には同一の符号を付し
てこれらについての説明を省略する。
【００２３】
本実施例による縦枠１３は、その表面が開口部１４の一方側（図７において上方に示され
る側）から他方側に向けて所定幅で全長に亘って切り欠かれることにより切欠部３６と段
部３７とが形成されている。戸当たり３０は切欠部３６の表面に実施例１と同様にして取
り付けられるが、引戸１１を閉めたときに、その戸先が段部３７と戸当たり３０の間に納
まるように、段部３７の形成位置および戸当たり３０の取付位置が設定される。この実施
例によれば、引戸１１を閉めたときに、引戸１１の戸先と切欠部３６の表面との間に隙間
があっても、その隙間から漏れる光を、開口部１４の一方側においては戸当たり３０で、
他方側においては段部３７で遮断する効果を発揮するので、開口部の両側の部屋への光漏
れを防止することができる。
【００２４】
以上に本発明の実施例について詳述したが、本発明はこれらに限定されず、特許請求の範
囲に記載された発明の範囲内において種々多様な態様を取り得る。実施例２および実施例
３において、戸当たり３０として図５（ｂ）に示す形状の戸当たり３０を用いても良い。
実施例３において戸当たり３０として図５（ｂ）に示す形状の戸当たり３０を用いる場合
は、その取付位置に対応して切欠部３６の表面に形成した凹溝３５に小径部３４を嵌着す
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ることにより該戸当たり部材３０を取り付けることができる。また、図５に示す戸当たり
３０は例示にすぎず、ドア枠用に用いられる戸当たりであれば特に限定されることなく本
発明の戸当たり３０として用いることができる。
【符号の説明】
【００２５】
１０　引戸構造
１１　引戸
１２　袖壁
１３　縦枠
１４　開口部
１５　下地材（躯体）
１６　ビス（固定部材）
１６ａ　ビス頭部
１７　天井
１８　上枠
１９　石膏ボード
２０　石膏ボード
２１　下地材（躯体）
２２　ビス
２３　鴨居レール嵌合溝
２４　鴨居レール
２５　床面
２６　敷居レール
２７　下地材（躯体）
２８　石膏ボード
２９　条溝
３０　戸当たり（長尺部材）
３１　本体
３２　脚部
３３　大径部
３４　小径部
３５　凹溝
３６　切欠部
３７　段部
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